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C O N T E N T S

スズキ株式会社の協力企業82社からな

る組合で、原価低減活動やQCサークル活

動、人材育成など幅広く事業を展開してい

ます。

その組合に昨年4月に入った鈴木さん。

もう少しで1年がたちます。「だんだんと仕

事になれてきましたが、気を抜かずミスが

ないように気をつけています」。担当は、研

修やセミナーの取りまとめ「年間3,000人

くらいの従業員さんに参加していただいて

います。組合員の窓口の方などの名前と顔

を覚え、業務を円滑に進められるようにし

たいです」と努力も怠りません。

通勤はもちろんスズキの愛車。「見た目は

もちろん、燃費もいいですし荷物もたくさ

んのって快適です」。

帰宅後の日課は、甥のお世話。「一番上の

姉に2人目の子どもが生まれたので子守を

よくしています。すごくかわいいんですよ」。

休日は、「友達とお菓子作りをしたり、近

くの健康ランドで温泉や岩盤浴を楽しんで

います」。

仕事もプライベートも充実しているよう

で、終始明るいえがおが絶えませんでした。

スズキ協力協同組合
（浜松市）

＊資源保護のため再生紙を使用しています。

特　集

クローズアップ
インタビュー

組合が創立60周年
魅力ある事業を展開し、組合の求心力向上を
静岡電気工業協同組合　小笠原正基 理事長

Business
Report 温暖化対策にLED照明を導入　ほか

ネットワーク 中小・小規模企業の資金繰りを支援します！ ほか

シリーズ
「くみあい百景」

駿河湾桜えびの消費拡大を目指す
大井川港桜海老商業協同組合

視点･指導員の
現場から 地域産業振興に果たす中小企業組合の役割とは

新設組合･
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2中小企業静岡 2010.3

特 集
本
会
会
員
組
合
の
八
割
以
上
が
決
算
期
を
迎
え
る
三
月
。
ほ
と
ん
ど
の
組
合
で
は
、
決
算
終
了
後
、
二
カ
月
以
内
に
通
常
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
定
款
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
多
く
の
組
合
に
と
っ
て
、
四
月
、
五
月
は
、
総
会
の
準
備
や
そ
の
運
営
、
さ
ら
に
終
了
後
の
各
種
手
続
き
な
ど
で
、
多
忙
を
極
め
る
こ
と
に
な
る
。

特
集
で
は
、
昨
年
の
総
会
シ
ー
ズ
ン
に
本
会
指
導
員
が
出
席
し
た
二
三
八
組
合
の
デ
ー
タ
を
交
え
、
総
会
開
催
に
あ
た
っ
て
の
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す
る
。

上
手
な
総
会
運
営
術

知
っ
て
お
き
た
い
！ら

、
原
則
と
し
て
四
週
間
を
あ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
監
事
が
決
算
関
係
書
類
の
提
供
を

受
け
て
か
ら
、
結
果
と
し
て
四
週
間
を
待
た
ず
に

監
査
報
告
を
行
う
こ
と
は
問
題
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
監
事
の
監
査
能
力
と
監
査
に
要
す
る
実
際
の

期
間
を
見
極
め
、
関
係
書
類
の
作
成
期
限
を
予
め

決
定
す
る
こ
と
が
、
重
要
と
な
る
。

通
常
総
会
の
開
催
に
つ
い
て
法
で
は
、「
定
款
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
一
回
招
集

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
中
協
法
第
四
六
条
、
中

団
法
第
五
条
の
二
三
第
三
項
及
び
第
四
七
条
第
二

項
）と
定
め
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
定

款
で
毎
事
業
年
度
終
了
後
二
ヵ
月
以
内
に
開
催
す

る
、
と
定
め
る
の
が
一
般
的
だ（
定
款
変
更
で
事
業

年
度
終
了
日
か
ら
三
ヵ
月
以
内
の
開
催
も
可
能
）。

通
常
総
会
の
招
集
権
者
は
、
代
表
理
事
だ
が
、

招
集
は
理
事
会
の
議
決
を
経
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

中
小
企
業
等
協
同
組
合（
中
協
法
）で
は
、
決
算

か
ら
総
会
開
催
ま
で
の
間
に
組
合
が
行
う
手
続
き

を
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

①
決
算
関
係
書
類
及
び
事
業
報
告
書
は
、
監
事
の

監
査
を
受
け
た
上
で
理
事
会
の
承
認
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
理
事
は
、
理
事
会
の
承
認
を
受
け
た
決
算
関
係

書
類
、
事
業
報
告
書
及
び
監
査
報
告
を
、
通
常

総
会
の
通
知
と
と
も
に
組
合
員
に
提
供
（
書

面
の
場
合
は
郵
送
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
組
合
は
、
通
常
総
会
の
二
週
間
前
ま
で
に
決
算

関
係
書
類
及
び
事
業
報
告
書
を
主
た
る
事
務

所
及
び
従
た
る
事
務
所
（
従
た
る
事
務
所
へ

は
写
し
）
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
監
事
が
監

査
報
告
を
理
事
に
通
知
す
る
ま
で
の
期
間
。
組
合

か
ら
決
算
関
係
書
類（
業
務
監
査
権
限
を
有
す
る

監
事
は
事
業
報
告
書
を
含
む
）を
提
供
さ
れ
て
か

総
会
の
招
集
は
、会
日
の
一
〇
日
前（
こ
れ
を
下

回
る
期
間
を
定
め
た
場
合
に
は
、そ
の
期
間
）ま
で
に

会
議
の
目
的
た
る
事
項（
議
案
）を
示
し
、定
款
の
定

め
た
方
法
に
し
た
が
い
通
知
す
る
。
こ
の
際
、
議
案

の
提
示
に
加
え
、決
算
関
係
書
類
と
事
業
報
告
書
、

監
査
報
告
を
併
せ
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

組
合
員
全
員
の
同
意
が
あ
る
場
合
は
、
招
集
手

続
は
省
略
で
き
、
決
算
関
係
書
類
な
ど
を
組
合
員

に
事
前
に
提
供
す
る
必
要
も
な
い
。
な
お
、
収
支

予
算
や
事
業
計
画
な
ど
は
、
事
前
提
供
の
対
象
に

な
っ
て
い
な
い
。

招
集
通
知
は
書
面
に
加
え
、
電
磁
的
方
法
で
行

う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
通
知
は
、
組
合
か
ら
、
希

望
す
る
組
合
員
が
申
し
出
た
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
に
宛
て
て
発
し
て
行
い
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
は
、

通
常
到
達
す
べ
き
で
あ
っ
た
時
に
到
達
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
。

電
磁
的
方
法
に
よ
っ
て
行
う
場
合
は
、
定
款
に

そ
の
旨
を
定
め
る
と
と
も
に
、
組
合
員
個
別
に
同

意
を
要
す
る
の
で
注
意
が
必
要
だ
。

決
算
か
ら
総
会
開
催
ま
で
の
手
続
き

組
合
員
全
員
の
同
意
が
あ
る
場
合
は
、

招
集
手
続
の
省
略
も
可
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組合活性化情報

知っておきたい！上手な総会運営術

て
も
、
設
備
や
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
た
ホ
テ
ル
で
」、

「
審
議
終
了
後
の
懇
親
会
も
…
」
と
民
間
施
設
を

選
ぶ
組
合
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

半
数
以
上
が
一
五
時
〜
一
七
時
に
ス
タ
ー
ト

総
会
の
開
始
時
間
は
、
一
五
時
か
ら
一
七
時
ま

で
に
五
二.

五
％
と
半
数
以
上
が
集
中
し
た
。

一
方
、
市
場
で
鮮
魚
や
青
果
を
扱
う
卸
売
業
・

小
売
業
者
の
組
合
で
は
、
早
朝
の
繁
忙
時
間
が
過

ぎ
た
午
前
九
時
こ
ろ
か
ら
、
商
店
街
組
合
で
は
、
閉

店
後
の
午
後
七
時
以
降
、
と
い
う
よ
う
に
、
組
合
員

の
業
種
に
よ
っ
て
、
最
も
集
ま
り
や
す
い
時
間
帯
を

設
定
す
る
こ
と
も
多
い
よ
う
だ（
図
表
②
）。

六
割
近
く
が
ホ
テ
ル
や
旅
館
で
実
施

通
常
総
会
は
、
組
合
員
が
一
堂
に
会
し
、
前
年

の
総
決
算
と
新
た
な
年
の
方
向
性
を
決
定
す
る
重

要
な
場
。
一
人
で
も
多
く
の
組
合
員
が
参
加
で
き

る
よ
う
会
場
に
も
配
慮
し
た
い
。

昨
年
度
、
本
会
指
導
員
が
出
席
し
た
二
三
八
組

合
の
総
会
会
場
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
ホ
テ
ル
・

旅
館
な
ど
の
民
間
会
場
で
五
七.

一
％
を
占
め
た
。

一
方
、
組
合
事
務
所
は
二
九.

八
％
、
公
民
館
な
ど

の
公
共
施
設
は
一
〇.

五
％
に
と
ど
ま
っ
た（
図
表

①
）。

「
年
に
一
度
の
総
会
だ
か
ら
、多
少
費
用
が
か
か
っ

通常総会の手続きフロー図

・「決算関係書類（財産目録、貸借対照表、損益計算書、
剰余金処分案（損失処理案）」及び「事業報告書」の作成

・「決算関係書類」「事業報告書」（業務監査を行う場合）につい
て監事の監査を受けなければならない。
・監事は受領した「決算関係書類」「事業報告書」について、監査
方法、内容等を記した監査報告書を作成し、理事に対し受領
の日から原則４週間を経過した日に監査報告の内容を通知。
*監査期限は予め４週間を下回る期間を設定することは不可。ただし、
結果的に４週間を下回る日に、監事が理事に監査報告を通知すれば
その時点で監査を受けたことになる。

・理事長は理事会の１週間前までに各理事（業務監査権限持つ
監事含む）に対し理事会招集の通知を発しなければならない。

*理事全員の同意（業務監査権限持つ監事含む）あれば招集手続き省略可
*定款で定めれば１週間を下回る期間短縮も可

通常総会の開催、議案の決議をすると共に監事の監査を受けた
決算関係書類、事業報告書の承認。

通常総会の２週間前までに「決算関係書類」「事業報告書」を主
たる事務所に、写しを従たる事務所に備え置く。

理事長は、通常総会の10日前までに組合員に到達するよう総会
招集通知を出す。通知には「決算関係書類」「事業報告書」「監査
報告」を添付しなければならない。
*組合員全員の同意があれば招集手続きの省略可
（この場合、招集発出の際に必要な添付書類も不要）

通常総会の開催

「決算関係書類」「事業報告書」の作成

監事への「決算関係書類」「事業報告書」の提出

理事会招集の通知

理事会の開催

「決算関係書類」「事業報告書」の備置き

総会招集通知の発出・「決算関係書類」「事業報告書」「監査報告」の提供

組合・組合員 
企業会議室 
29.8％（71組合） 

ホテル・旅館・ 
飲食施設  等 
57.1％（136組合） 

　公民館等 
　公共施設 
10.5％（25組合） 

その他（商工 
会・銀行等） 
2.5％（6組合） 
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図表①　総会会場図表②　総会の開始時間

22年03月号_P01-12  10.3.3 13:35  ページ 3



4中小企業静岡 2010.3

総
会
は
、
適
法
な
招
集
手
続
を
経
た
う
え
で
、
出

席
し
た
組
合
員
が
定
足
数
を
満
た
し
て
は
じ
め
て

成
立
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
総
会
の
議
決
が
有
効
に

な
さ
れ
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
。

総
会
の
定
足
数
は
、
特
別
議
決（
後
述
）を
要
す

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
に
よ
り
総
組
合
員
の
二

分
の
一
以
上
の
出
席
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
他
の
議
決
事
項
に
つ
い
て
は
特
に
定
め
が
な
い
。

だ
が
、
多
く
の
組
合
で
は
、
定
款
で
そ
の
他
の

議
決
事
項
に
つ
い
て
も
総
組
合
員
の
二
分
の
一
以

上
の
出
席
を
定
め
て
い
る
の
で
、そ
れ
に
し
た
が
っ

て
定
足
数
に
達
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。

な
お
、
協
業
組
合
で
は
、
全
て
の
議
決
事
項
で
、

議
決
権
の
総
数
の
過
半
数
に
あ
た
る
議
決
権
を
有

す
る
組
合
員
の
出
席
、
と
い
う
定
足
数
が
法
に
定

め
ら
れ
て
い
る
。

議
事
の
進
行
役
を
務
め
る
議
長
の
選
任
も
、
重

要
で
あ
る
。

前
述
の
と
お
り
、ほ
と
ん
ど
の
組
合
で
は
、
総
会

の
議
事
は
、
組
合
員
総
数
の
半
数
以
上
が
出
席
し
、

そ
の
議
決
権
の
過
半
数
で
決
ま
る
と
定
款
に
記
さ

れ
て
い
る
。
審
議
に
入
る
前
に
こ
れ
を
確
認
し
、
議

場
に
報
告
す
る
の
も
議
長
の
役
割
の
ひ
と
つ
。

議
長
は
、
総
会
に
出
席
し
た
組
合
員
ま
た
は
組

合
員
で
あ
る
法
人
の
代
表
者（
代
表
権
を
持
た
な

い
役
員
を
含
む
と
さ
れ
る
）の
中
か
ら
選
任
す
る
、

と
定
款
で
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

議
長
は
、
組
合
員
と
し
て
総
会
の
議
決
に
加
わ

れ
ず
、
自
分
の
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
や

他
の
組
合
員
の
代
理
人
と
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

だ
が
、
普
通
議
決
事
項
に
つ
い
て
は
、
可
否
同
数

の
場
合
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
さ

れ
る
な
ど
、
可
否
の
決
定
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
法
で
は
議
決
権
と
選
挙
権
を
区
別
し
て
い

る
の
で
、
選
挙
権
は
有
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
協
業
組
合
で
は
、
議
長
を
含
む
出
席
者

の
議
決
権
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
場
合
は
議
長

に
決
定
権
は
な
く
、
否
決
と
な
る
。

総
会
成
立
の
報
告
を
お
忘
れ
な
く

総
会
成
立
の
報
告
を
行
っ
た
の
は
、
二
三
八
組

合
中
、
二
三
五
組
合
と
圧
倒
的
多
数
に
の
ぼ
る
。

一
方
、
三
組
合
と
僅
か
で
は
あ
る
が
、
報
告
忘
れ

も
見
ら
れ
た（
図
表
③
）。

定
足
数
の
確
認
を
怠
っ
た
ば
か
り
に
、
後
日
決

議
の
取
消
し
に
発
展
、
と
い
う
こ
と
も
な
い
と
は

限
ら
な
い
。
総
会
成
立
の
報
告
は
、
き
っ
ち
り
と

行
い
た
い
。

二
三
％
の
組
合
で
全
員
本
人
出
席

総
会
は
、
組
合
員
全
員
の
出
席
が
望
ま
し
い
。

だ
が
、
現
実
に
は
、
組
合
員
数
な
ど
か
ら
、
本
人

出
席
で
過
半
数
の
出
席
者
が
得
ら
れ
れ
ば
、
上
出

来
の
部
類
と
い
う
組
合
も
多
い
だ
ろ
う
。

昨
年
度
、
本
人
出
席
が
八
割
を
超
え
た
組
合

は
、
四
四.

五
％
（
一
〇
六
組
合
）。

さ
ら
に
組
合
員
全
員
が
出
席
し
、
全
て
本
人
出

席
、
と
い
う
組
合
は
全
体
の
二
三.

五
％（
五
六
組

合
）と
四
分
の
一
近
く
を
占
め
た（
図
表
④
）。

懇
親
会
や
記
念
講
演
会
の
企
画
な
ど
、
出
席
率

ア
ッ
プ
の
た
め
、
工
夫
を
凝
ら
す
組
合
も
多
い
。

だ
が
、
な
ん
と
言
っ
て
も
、
魅
力
あ
る
事
業
の
展

開
と
組
合
運
営
こ
そ
、
出
席
率
ア
ッ
プ
に
つ
な
が

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

総
会
の
定
足
数

議
長
は
議
決
に
加
わ
れ
な
い

あり 
98.7％ 

（235組合） 

50％以上79％未満 
37.8％ 

（90組合） 

50％未満 
15.1％ 

（36組合） 

なし 1.3％（3組合） 不明 2.5％（6組合） 

80％以上99％未満 
21.0％ 

80％以上99％未満 
　　21.0％ 
　　（50組合） 

100% 
23.5％ 

（56組合） 

図表③　総会成立の報告図表④　出席状況（本人出席）
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5 中小企業静岡 2010.3

組
合
員
に
は
、
出
資
口
数
の
多
寡
や
事
業
規
模

の
大
小
な
ど
に
関
係
な
く
、
議
決
権
・
選
挙
権
が

平
等
に
一
個
与
え
ら
れ
て
い
る（
協
業
組
合
や
商

工
組
合
連
合
会
に
つ
い
て
は
例
外
あ
り
）。

議
決
権
と
は
、
組
合
員
が
総
会
に
出
席
し
て
そ

の
決
議
に
加
わ
る
権
利
で
、
総
会
外
で
は
行
使
で

き
な
い
。

議
決
権
は
、
書
面
ま
た
は
代
理
人
に
よ
っ
て
行

使
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
で
議
決

権
を
行
使
す
る
者
も
、
出
席
者
数
に
含
ま
れ
る
の

で
注
意
し
た
い
。

書
面
ま
た
は
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
に

は
、
次
の
条
件
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

①
書
面
ま
た
は
代
理
人
に
よ
る
権
利
行
使
は
、
あ

ら
か
じ
め
総
会
の
招
集
通
知
に
よ
っ
て
組
合
員

に
通
知
の
あ
っ
た
事
項
に
限
ら
れ
る
。

②
代
理
人
は
、
組
合
員
の
親
族
や
使
用
人
、
他
の

組
合
員
で
な
け
れ
ば
な
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
法
人
組
合
員
で
は「
代
表
権
を
有
し
な
い
取
締

役
」
も
代
理
人
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
）。

③
代
理
人
は
、
五
人
以
上
の
組
合
員
を
代
理
す
る

こ
と
は
で
き
な
い（
最
大
四
人
ま
で
。
具
体
数

は
各
組
合
の
定
款
に
規
定
）。

④
代
理
人
は
、
代
理
権
を
証
す
る
書
面
を
組
合
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
電
磁
的
方
法
に

よ
る
議
決
権
行
使
が
定
款
で
定
め
ら
れ
て
い
る

と
き
は
、
書
面
の
提
出
に
代
え
て
代
理
権
を
電

磁
的
方
法
に
よ
り
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
）。

代
理
議
決
は
、
特
定
の
者
を
代
理
人
に
依
頼
す

る
こ
と
な
く
、
白
紙
委
任
状
を
組
合
に
送
付
す
る

こ
と
が
慣
行
上
多
く
み
ら
れ
る
。

白
紙
委
任
状
と
は
、
組
合
員
が
総
会
に
関
し
て

全
般
の
責
任
を
も
つ
理
事
長
に
対
し
、
代
理
人
の

選
定
を
一
任
し
た
も
の
で
、
総
会
ま
で
に
白
紙
の

箇
所（
代
理
権
を
行
使
す
る
者
の
氏
名
）が
記
さ
れ

て
は
じ
め
て
委
任
状
と
し
て
の
効
力
を
発
す
る
。

③
に
示
し
た
よ
う
に
代
理
人
の
代
理
で
き
る
数

は
、
組
合
の
定
款
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、こ
れ
を
超

え
る
委
任
状
は
無
効
と
な
り
、
出
席
者
数
に
も
算

入
さ
れ
な
い
の
で
気
を
つ
け
た
い
。

し
た
が
っ
て
、
総
会
の
受
付
で
は
、
出
席
者
を
受

付
名
簿
で
チ
ェッ
ク
し
、
と
く
に
代
理
人
に
よ
る
出

席
の
場
合
は
、
委
任
状
の
提
出
を
求
め
、
本
人
氏

名
印
や
代
理
人
氏
名
の
有
無
、
一
人
が
定
款
で
定

め
ら
れ
る
代
理
人
数
を
超
え
て
い
な
い
か
な
ど
、き

っ
ち
り
と
確
認
を
行
う
こ
と
も
必
要
だ
。

議
案
説
明
に
も
工
夫
を

前
年
度
の
総
決
算
と
新
た
な
年
の
方
針
を
審
議

決
定
す
る
重
要
な
場
で
あ
る
通
常
総
会
。
で
は
、
議

事
に
か
け
る
時
間（
所
要
時
間
）は
、
ど
の
く
ら
い
な

の
だ
ろ
う
か
。
六
三.

五
％
に
あ
た
る
一
五
一
組
合

で
は
、
所
要
時
間
が
一
時
間
か
ら
二
時
間
で
あ
る
一

方
、
五
四
組
合（
二
二.
七
％
）で
は
、
一
時
間
未
満
。

最
短
は
二
七
分（
役
員
改
選
な
し
）で
、
役
員
改
選

を
含
め
て
三
〇
分
と
い
う
組
合
も
三
組
合
あ
っ
た
。

一
方
、
審
議
に
二
時
間
以
上
か
け
る
組
合
は
三

〇
組
合
（
一
二.

六
％
）で
、
最
長
は
三
時
間
三
〇

分
（
二
組
合
）だ
っ
た（
図
表
⑤
）。

質
問
も
な
く
「
異
議
な
し
」、「
賛
成
」
で
ス
ム
ー

ズ
に
進
む
総
会
が
喜
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
活

発
な
質
疑
や
意
見
交
換
を
通
じ
て
総
会
の
内
容
を

充
実
さ
せ
た
い
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
時
間
で
あ

る
。
開
始
時
間
の
厳
守
や
図
表
等
を
使
用
し
た
分

か
り
や
す
い
説
明
、
横
道
に
逸
れ
た
り
し
な
い
よ

う
な
議
長
の
適
切
な
調
整
な
ど
、
効
率
的
な
総
会

運
営
を
心
が
け
た
い
。

総
会
の
議
決
事
項
は
、
法
に
よ
り
総
会
の
議
決

を
必
要
と
す
る
法
定
議
決
事
項
と
、
定
款
で
総
会

の
議
決
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
る
任
意
議
決
事
項

に
大
別
さ
れ
る
。

法
定
議
決
事
項
に
は
、
中
協
法
第
五
一
条
に
定

め
ら
れ
る
定
款
の
変
更
・
規
約
の
設
定
、
変
更
又

は
廃
止
・
毎
事
業
年
度
の
収
支
予
算
及
び
事
業
計

画
の
設
定
又
は
変
更
・
経
費
の
賦
課
及
び
徴
収
の

方
法
の
ほ
か
、
組
合
員
の
除
名
や
役
員
選
任
、
役
員

知っておきたい！上手な総会運営術

組合活性化情報

不明 1.3％（3組合） 

1時間未満 
22.7％ 

（54組合） 

1時間以上 
1時間30分未満 
38.7％ 

（92組合） 

1時間30分以上 
2時間未満 
24.8％ 

（59組合） 

2時間以上 
12.6％ 

　　（30組合） 

図表⑤　総会の所要（審議）時間議
決
事
項
と
議
決
の
方
法

書
面
や
代
理
人
に
よ
る
議
決
権
行
使
に

は
注
意
を
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の
リ
コ
ー
ル
、
組
合
の
合
併
・
解
散
な
ど
が
あ
る
。

一
方
、
任
意
議
決
事
項
は
、
借
入
金
額
の
最
高

限
度
や
取
引
金
融
機
関
、加
入
金
の
額
な
ど
、定
款

で
総
会
の
議
決
が
必
要
と
定
め
た
事
項
で
あ
る
。

総
会
の
議
決
方
法
に
は
、
普
通
議
決
と
特
別
議

決
が
あ
る
。

前
者
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同

数
の
と
き
は
議
長
が
決
す
る
議
決
方
法
、
後
者
は
、

組
合
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
議
決
権
の

三
分
の
二
以
上
で
決
す
る
方
法
だ
。

法
で
は
、
定
款
の
変
更
、
組
合
の
解
散
お
よ
び

合
併
、
組
合
員
の
除
名
な
ど
に
つ
い
て
は
、
特
別
議

決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

定
款
に
規
定
し
て
い
る
事
項
の
変
更
は
、
全
て

総
会
で
の
議
決
事
項
で
あ
る
。
こ
の
議
決
は
、
特
別

議
決
で
あ
り
、か
つ
、
行
政
庁
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

注
意
す
べ
き
点
は
、
定
款
変
更
は
、
行
政
庁
の
認

可
を
受
け
た
時
点
で
初
め
て
そ
の
効
力
が
発
生
す

る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
可
日
以
前
に
新

事
業
を
実
施
し
た
場
合
な
ど
は
、
定
款
違
反
と
な

る
の
で
注
意
が
必
要
だ
。
ま
た
、
行
お
う
と
す
る

事
業
が
違
法
だ
っ
た
場
合
な
ど
は
、
当
然
な
が
ら

定
款
変
更
は
認
可
さ
れ
な
い
。

定
款
変
更
に
つ
い
て
は
、そ
の
可
能
性
や
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
、
事
前
・
事
後
の
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
中
央
会
に
ご
相
談
い
た
だ
く
こ
と
を

お
勧
め
す
る
。

定
款
変
更
実
施
組
合
の
半
数
が
全
文
見
直
し

昨
年
、
通
常
総
会
で
定
款
変
更
を
行
っ
た
の
は
、

五
一
組
合
（
図
表
⑥
）。

も
っ
と
も
多
か
っ
た
変
更
は
、
定
款
の
内
容
が

実
情
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
た
な
ど
の
理
由
で
、
定

款
の
全
条
文
を
見
直
す
「
全
文
変
更
」。
半
数
を
超

え
る
二
七
組
合
で
行
わ
れ
た
。

「
役
員
定
数
」の
変
更
は
、
一
〇
組
合
が
実
施
し

た
。
組
合
員
数
が
変
動
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
適

正
な
執
行
部
体
制
の
下
、
円
滑
な
組
合
運
営
を
図

り
た
い
と
の
理
由
が
多
い
。

新
た
な
事
業
を
展
開
す
る
た
め
の
「
事
業
の
追

加
」
は
三
組
合
で
実
施
し
た（
図
表
⑦
）。
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30 

 

20 

 

10 

 

0

有り 
22.7％ 

（51組合） 

無し 
77.3％ 

（174組合） 

10

27

34
2 2

5

そ
の
他 

役
員
の
任
期 

事
務
所
の
所
在
地 

事
業 

地
区 

役
員
定
数 

全
文
変
更 

（組合） 

図表⑥　定款変更の有無図表⑦　定款変更の内容（複数実施組合有り）

定款の変更 
組合員の出資口数に係る限度の特例 
組合員の除名 
組合の解散 
組合の合併 
新設合併の場合における設立委員の選任 
株式会社・有限会社への組織変更 
規約の設定、変更又は廃止 
毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更 
経費の賦課及び徴収の方法 
決算関係書類の承認 
役員の改選請求の同意 
団体協約の承認 
借入金残高の最高限度 
1組合員に対する貸付け（手形の割引を含む｡）又は1組合員のために 
する金融機関に対する債務保証の残高の最高限度 
組合員の事業に関する債務保証の残高の最高限度 
1組合員のためにする組合員の事業に関する債務保証の残高の最高限度 
役員の報酬（理事と監事を区分する） 
過怠金 
加入金 
剰余金の配当 
その他定款で定める事項 

法
定
議
決
事
項 

特
別
議
決 

普
通
議
決 

任
意
議
決
事
項 

議決権の3分の2以上の 
多数により決する 

出席者の過半数で決し、 
可否同数のときは議長 
の決するところによる 

総会での主な議決事項（事業協同組合の場合）

定
款
変
更
に
は
、
行
政
庁
の
認
可
が
必
要
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総
会
の
議
案
は
、
招
集
通
知
書
に
あ
ら
か
じ
め

記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
だ
け
議
決
す
る
こ
と

が
原
則
だ
。
し
か
し
、
定
款
で「
緊
急
議
案
を
採
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
」旨
を
規
定
し
た
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
通
知
の
あ
っ
た
以
外
の
事
項（
＝
緊
急

議
案
）も
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
緊
急
議
案
の
提
案
者
お
よ
び
そ
の

議
決
に
参
加
で
き
る
者
は
、
自
ら
出
席
し
た
組
合

員
＝
本
人
出
席
者
に
限
ら
れ
、
書
面
ま
た
は
代
理

人
に
よ
り
議
決
権
を
行
使
す
る
者
は
除
か
れ
る
。

緊
急
議
案
の
提
案
お
よ
び
議
決
方
法
に
つ
い
て

は
、
定
款
で
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
、

緊
急
議
案
は
、
本
人
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の

同
意
を
得
た
場
合
に
限
り
提
案
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
、
そ
の
議
決
は
、
本
人
出
席
者
が
総
組
合

員
の
半
数
以
上
の
場
合
に
限
り
行
う
こ
と
が
で

き
、
本
人
出
席
者
の
議
決
権
の
過
半
数
で
決
す
る
。

除
名
や
役
員
の
リ
コ
ー
ル
な
ど
、
事
前
に
一
定
の

手
続
き
が
必
要
な
事
項
は
、
緊
急
議
案
に
よ
る
議

決
は
許
さ
れ
な
い
の
で
注
意
し
た
い
。

な
お
、
定
款
の
変
更
や
解
散
な
ど
特
別
議
決
を

必
要
と
す
る
事
項
や
役
員
選
挙
等
の
重
要
な
案
件

は
、
緊
急
議
案
に
は
な
じ
ま
な
い
。
こ
れ
を
強
行
す

れ
ば
、
組
合
内
の
紛
争
の
火
種
に
な
り
か
ね
な
い

の
で
、
緊
急
議
案
に
よ
る
議
決
は
極
力
避
け
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

組
合
の
役
員（
理
事
及
び
監
事
）は
、
組
合
の
重

要
な
機
関
で
あ
る
の
で
、
法
は
、
組
合
の
意
思
決
定

機
関
で
あ
る
総
会
に
お
い
て
選
挙
又
は
選
任
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
役
員
を
総
会

以
外
で
選
ぶ
と
、
当
選
取
消
や
当
選
無
効
確
認
の

訴
え
な
ど
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
注
意
が

必
要
だ
。

役
員
の
選
び
方
に
は
、
選
挙
制
と
選
任
制
が
あ

り
、
ど
ち
ら
の
方
法
を
採
用
す
る
か
は
、
あ
ら
か
じ

め
定
款
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
一
つ
の
組
合
が
定
款
に
選
挙
制
と
選
任

制
を
と
も
に
規
定
し
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
を
、
実
際

に
役
員
を
選
出
す
る
際
に
決
定
す
る
と
い
う
よ
う

な
方
法
は
採
用
で
き
な
い
。

■
選
挙

役
員
の
選
挙
に
は
、
無
記
名
投
票
制
と
指
名
推

選
制
の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。

①
無
記
名
投
票
制

役
員
の
選
挙
は
、
原
則
と
し
て
一
人
に
つ
き
一

票
の
無
記
名
投
票
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

単
記
式
と
す
る
か
、
連
記
式
と
す
る
か
、
連
記
式

の
場
合
は
何
人
連
記
と
す
る
か
な
ど
は
、
定
款
で

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
指
名
推
選
制

役
員
の
選
挙
方
法
は
、
原
則
と
し
て
無
記
名
投

票
に
よ
る
が
、
例
外
と
し
て
指
名
推
選
制
を
と
る

こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
定
款
に
こ
の
制

度
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
お
く
ほ
か
、

総
会
の
出
席
者
に
諮
り
、
そ
の
全
員
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
選
人
を
決
定
す
る
に
は
、
被
指
名
人
を
当
選

人
と
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
総
会

に
諮
り
、
出
席
者
全
員
一
致
に
よ
る
議
決
を
得
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。

指
名
推
選
制
の
適
用
や
当
選
人
の
決
定
に
全
員

一
致
の
議
決
を
必
要
と
す
る
の
は
、
理
事
や
監
事

の
構
成
が
多
数
派
代
表
に
偏
る
こ
と
を
防
止
す
る

こ
と
に
あ
る
。

被
指
名
人
の
選
定
は
、
選
考
委
員
会
に
よ
る
な

ど
適
宜
の
方
法
を
と
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、こ
の
場

合
に
、
二
人
以
上
の
理
事
又
は
監
事
を
選
挙
す
る

場
合
の
当
選
人
決
定
に
あ
た
り
、
被
指
名
人
を
区

分
し
て（
理
事
の
グ
ル
ー
プ
と
監
事
の
グ
ル
ー
プ
を

区
分
す
る
こ
と
は
構
わ
な
い
）、
指
名
推
選
に
よ
る

選
挙
方
法
を
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
二
人
の
理
事
を
選
挙
す
る
場
合
に
、

一
人
一
人
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
同
意
を
求

め
た
り
、
一
人
は
指
名
推
選
、
他
の
一
人
は
無
記

名
投
票
、
と
い
う
方
法
は
と
れ
な
い
。

■
選
任
制

選
任
と
は
、
役
員
の
選
出
を
他
の
議
決
事
項
と

同
様
に
議
案
の
一
つ
と
し
て
総
会
に
提
出
し
、
総

会
出
席
者
の
過
半
数
に
よ
る
普
通
議
決
に
よ
っ
て

役
員
を
選
出
す
る
こ
と
を
い
う
。つ
ま
り
、
選
任
に

よ
る
場
合
は
議
決
権
の
行
使
、
役
員
の
選
出
を
選

挙
に
よ
っ
て
行
う
場
合
は
、
選
挙
権
の
行
使
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

役
員
改
選
　
圧
倒
的
多
数
が
指
名
推
選

昨
年
度
、
役
員
改
選
を
行
っ
た
組
合
は
、
一
三
七

組
合（
五
七.

六
％
）。
う
ち
、
九
六
％
に
あ
た
る
一

三
二
組
合
で「
指
名
推
選
」の
方
法
が
と
ら
れ
た
。

7 中小企業静岡 2010.3

知っておきたい！上手な総会運営術

組合活性化情報

役
員
の
選
び
方
は
定
款
に
規
定

緊
急
議
案
は
、
あ
ら
か
じ
め
通
知
の
あ

っ
た
事
項
に
つ
い
て
の
議
決
が
原
則
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「
投
票
制
」
は
二
組
合
、「
選
任
制
」
も
三
組
合

と
、
わ
ず
か
に
と
ど
ま
っ
た（
図
表
⑧
）。

な
お
、
役
員
改
選
が
あ
っ
た
一
三
七
組
合
（
新

任
・
留
任
不
明
の
三
組
合
含
む
）の
う
ち
四
分
の

一
に
あ
た
る
三
一
組
合
で
新
理
事
長
が
誕
生
。
七

四
％
、
九
八
人
が
留
任
し
た（
図
表
⑨
）。

総
会
の
議
事
が
、
そ
の
会
日
中
に
終
了
し
な
い

場
合
に
は
、
総
会
で
延
期
ま
た
は
続
行
の
議
決
を

す
る
こ
と
で
、
完
結
し
な
か
っ
た
総
会
を
後
日
に
継

続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

両
者
と
も
一
定
の
他
の
期
日
に
総
会
を
開
催
す

る
旨
を
議
決
す
る
こ
と
だ
が
、
延
期
は
、そ
の
会
日

に
予
定
さ
れ
た
議
事
日
程
に
よ
る
議
事
に
入
る
前

に
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
続
行
は
審
議
に
入
っ
た

後
に
行
わ
れ
る
点
で
異
な
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、

改
め
て
開
催
手
続
を
必
要
と
せ
ず
、
議
決
さ
れ
た

日
時
に
再
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

総
会
は
一
定
の
法
的
要
件
を
備
え
て
初
め
て
有

効
に
成
立
す
る
。
例
え
ば
、
総
会
招
集
の
手
続
き

や
決
議
の
方
法
、
内
容
な
ど
に
法
令
・
定
款
違
反

が
あ
っ
た
場
合
や
特
別
な
利
害
関
係
を
持
つ
組
合

員
が
議
決
権
を
行
使
し
た
こ
と
で
、
著
し
く
不
当

な
議
決
が
行
わ
れ
た
場
合
な
ど
は
、
決
議
取
消
し

の
訴
え
の
原
因
と
な
る
。
こ
の
訴
え（
原
告
は
組
合

員
や
理
事
、
被
告
は
組
合
）は
、
決
議
の
日
か
ら
三

ヵ
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
判
決
で
、
決

議
が
取
り
消
さ
れ
る
と
そ
の
決
議
は
は
じ
め
か
ら

無
効
と
み
な
さ
れ
る
。

一
方
、
決
議
無
効
の
訴
え
は
、
例
え
ば
、
違
法
な

事
業
の
実
施
決
議
や
剰
余
金
処
分
を
し
た
場
合
な

ど
、
決
議
の
内
容
そ
の
も
の
が
法
令
に
違
反
す
る

場
合
に
提
起
さ
れ
る
。
原
告
は
組
合
員
や
理
事
に

限
定
さ
れ
ず
、い
つ
で
も
訴
え
の
提
起
が
で
き
る
点

で
決
議
取
消
し
の
場
合
と
異
な
る
。

総
会
が
終
了
し
て
ひ
と
息
つ
く
間
も
な
く
、
多

く
の
手
続
き
が
控
え
て
い
る
。

議
事
録
作
成
や
行
政
庁
へ
の
届
出
、
登
記
申
請
、

納
税
申
告
、
総
会
に
欠
席
し
た
組
合
員
へ
の
決
議

事
項
の
通
知
や
剰
余
金
処
分
の
振
替
、
脱
退
者
へ

の
払
い
戻
し
、
配
当
金
の
支
払
い
な
ど
、
ど
れ
も
欠

か
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、こ
こ
で
は
、
届
出
・
認

可
・
登
記
の
三
項
目
を
み
て
み
た
い
。

役
員
全
員
留
任
で
も
変
更
届
の
提
出
を

届
出
で
毎
年
欠
か
せ
な
い
の
が
、「
決
算
関
係
書

類
」で
あ
る
。

様
式
は
施
行
規
則
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
添
付

書
類
と
し
て
は
、
①
事
業
報
告
書
②
財
産
目
録
③

貸
借
対
照
表
④
損
益
計
算
書
⑤
剰
余
金
の
処
分
ま

た
は
損
失
の
処
理
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面
⑥
上

記
書
類
を
提
出
し
た
総
会（
総
代
会
）の
議
事
録
で

あ
る
。
な
お
、
旧
商
法
で
は
作
成
が
廃
止
さ
れ
た

財
産
目
録
も
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で

注
意
す
る
。

「
役
員
変
更
届
」は
、
改
選
の
あ
っ
た
年
に
は
必

要
で
、
定
款
で
定
め
ら
れ
て
い
る
任
期
ご
と
に
変

更
と
な
る
。
全
員
留
任
し
た
場
合
も
届
出
は
必
要

な
の
で
注
意
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、
氏
名
や
住
所
の

変
更
、
補
充
、
死
亡
や
辞
任
な
ど
役
員
に
関
す
る

一
切
の
変
更
で
必
要
と
な
る
。
届
出
の
際
の
添
付

書
類
は
、「
変
更
し
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
」（
変

更
前
と
変
更
後
の
対
照
表
）、「
変
更
年
月
日
及
び

理
由
を
記
載
し
た
書
面
」（「
任
期
満
了
に
よ
る
役

8中小企業静岡 2010.3

改選有り 
57.6％ 

（137組合） 

指名推選制 
55.5％ 

（132組合） 

改選無し 
42.4％ 

（101組合） 

留任 
74.2％ 

（98組合） 

新任 
23.5％ 

（31組合） 

選任制 1.3％（3組合） 

投票制 0.8％（2組合） 

不明 2.3％（3組合） 

図表⑧　役員改選の有無図表⑨　新理事長の経歴

「
延
期
」と「
続
行
」

総
会
後
の
諸
事
務
手
続
き

決
議
の
取
消
し
と
無
効

22年03月号_P01-12  10.3.3 16:30  ページ 8



員
選
挙
の
た
め
」、「
○
○
理
事
が
転
居
し
た
た
め
」

な
ど
簡
明
に
そ
の
事
実
を
記
載
す
る
）、「
総
会（
総

代
会
）と
理
事
会
の
議
事
録
」で
あ
る
。

な
お
、
理
事
長
が
変
更
し
た
時
に
多
く
見
ら
れ

る
住
所
変
更
の
際
に
も
、「
事
務
所
移
転
届
」を
提

出
す
る
。

定
款
変
更
は
認
可
申
請
が
必
要

総
会
終
了
後
、
行
政
庁
に
対
し
て
行
う
認
可
申

請
手
続
き
と
い
え
ば「
定
款
変
更
」で
あ
る
。

前
述
の
と
お
り
、
定
款
変
更
は
行
政
庁
の
認
可

を
受
け
た
時
点
で
初
め
て
そ
の
効
力
が
発
生
す
る

の
で
、
注
意
が
必
要
だ
。

代
表
理
事
留
任
で
も
登
記
は
必
要

組
合
で
も
っ
と
も
お
な
じ
み
の
登
記
事
項
は
、

「
代
表
理
事
の
変
更
登
記
」で
あ
る
。
多
く
の
組
合

で
は
役
員
任
期
を
二
年
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の

都
度
、
変
更
登
記
が
必
要
と
な
る
。
代
表
理
事
が

留
任
し
た
場
合
で
も
、
必
ず
変
更
登
記
を
済
ま
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
何
期
も
怠
っ
た
結

果
、
過
料
に
処
せ
ら
れ
た
例
も
あ
る
の
で
、
特
に
注

意
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
事
務
所
移
転
に
よ
り
、
例
え
ば
所
在
地

が
静
岡
市
か
ら
焼
津
市
に
変
わ
っ
た
場
合
も
、
定

款
変
更
後
に
移
転
登
記
が
必
要
と
な
る
。

そ
の
ほ
か
、
組
合
員
の
加
入
・
脱
退
に
伴
う
出
資

総
口
数
や
出
資
総
額
の
変
更
な
ど
も
登
記
事
項
と

な
る
。
た
だ
し
、
出
資
金
の
変
更
は
事
業
年
度
終

了
後
四
週
間
以
内
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
三
月
決

算
で
五
月
に
総
会
を
行
う
組
合
は
、
総
会
前
に
変

更
登
記
を
済
ま
せ
て
お
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

9 中小企業静岡 2010.3

 決算関係書類 役員変更届 住所変更届 定款変更申請  

 行政庁 中央会 行政庁 中央会 行政庁 中央会 行政庁 中央会 

県知事所管の組合 1 1 ② 1  1 ② 1 1 ② 2 1 ② 

静岡市・浜松市・沼津市・富士市・ 
三島市・富士宮市・島田市・磐田市・ 1 1 ② 1 1 ② 1 1 ② 2 1 ② 
焼津市・掛川市・藤枝市 
所管の組合 

経済産業省所管の組合 1 1 ② 1 1 ② 1 1 ② 2 1 ② 

国土交通省所管の組合（旧運輸省） 2 1 ② 2 1 ② 2 1 ② 3 1 ② 

国土交通省所管の組合（旧建設省） 1 1 ② 1 1 ② 1 1 ② 2 1 ② 

財務省所管の組合 3 1 ② 3 1 ② 3 1 ② 4 1 ② 

農林水産省所管の組合 2 1 ② 2 1 ② 2 1 ② 2 1 ② 

県、11市と他省の共管の組合 認可省庁の必要部数に県宛１部を追加し、これに中央会分を加える。 

  届 出 等 の 時 期  

決算関係書類 毎年、通常総会終了後２週間以内 

役員変更届 役員改選があった年、総会終了後２週間以内（全員留任の場合も提出）  

住所変更届 移転後２週間以内（主たる事務所） 

定款変更申請 定めはないが、総会終了後遅滞なく申請 

★東部・西部地区の組合につきましては、中央会東部・西部事務所分として、○内の数字の部数をご提出下さい。 
★組合によっては、行政庁への提出部数が変わる場合があります。ご不明の方は、中央会までご相談下さい。 

（参考） 

知っておきたい！上手な総会運営術

組合活性化情報

決算関係書類等の提出部数
各種届出書類は、中央会（東部・西部地区の組合は、東部・西部事務所）にご提出下さい。
本会から関係行政庁へ提出します。
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知っておきたい！上手な総会運営術

組合活性化情報

手　続　事　項 

年度末締切 
①棚卸表作成②帳簿整理③帳簿締切④組合員名簿整理 

理事会招集の通知 
※監事に業務監査権を付与する組合は監事にも通知 

理事会の開催 
①理事長など役付理事選任の件②その他 

理事会の開催 
①通常総会提出議案審議の件②通常総会開催日時及び 
場所決定の件　他 

総会終了後の事務処理 
①議事録作成②剰余金処分、損失処理振替③持分計算 
④持分払戻⑤配当 

決算関係書類等の作成 
①事業報告書②財産目録③貸借対照表④損益計算書⑤ 
剰余金処分又は損失金処理案⑥事業計画案、収支予算 
案の作成 

出資総口数及び払込済出資総額変更登記 

組合から監事への決算関係書類提出 

決算関係書類の事務所備付閲覧 

通常総会招集の通知 

通常総会の開催 

決算関係書類の提出 

役員変更の届出 

定款変更認可申請 

代表理事変更登記 

事務所移転登記 

その他変更登記 

税務申告及び納税 
①法人税②事業税③県民税④市町村民税⑤消費税 

監事から監査報告書を理事へ提出  
（監査報告の内容通知） 

4 / 1 4 / 10 4 / 20 4 / 30 5 / 10 5 / 20 5 / 31 6 / 10 6 / 20

3 / 31

4 / 10

5 / 2

（決算日から4週間以内） 

（決算関係書類作成後、速やかに提出） 

5 / 2
（開催日の1週間前までに到達するよう発送） 

5 / 11～ 

5 / 10

5 / 25

5 / 25

5 / 11

（総会開催日の2週間前までに備え置く） 

（理事全員の同意がある 
場合は招集手続省略可） 

（組合から決算関係書類の提供を受けた日 
から4週間を経過した日（※結果として4 
週間以内に監査報告を行うことは問題な 
い）又は合意により定めた日までに提出） 

（総会開催日の10日前までに到達する 
よう発送。組合員全員の同意がある 
場合は招集手続省略可） 

（理事会招集までに作成） 

（総会終了後速やかに） 

（総会終了後2週間以内） 

（役員就任から2週間以内） 

（総会終了後速やかに） 

（認可書が到達してから2週間以内） 

（総会で決算確定した上、決算日から2カ月以内） 

（代表者就任から2週間以内） 

（変更から2週間以内） 

5 / 31までに 

決算から総会終了後の手続までの流れ（年度末組合事務処理日程表）
※事業年度が4/1～3/31で、4/10に組合から監事に決算書提出、監事からの監査意見書提出が5/2、総会開催のための理事
会の日が5/10、総会開催日を5/25と設定した場合の例です。
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和
二
五
年
に
静
岡
市
内
の
電
気
工

事
業
者
が
立
ち
上
げ
た
協
同
組
合

の
第
一
二
代
理
事
長
と
し
て
、
創
立
六
〇

年
の
節
目
を
迎
え
た
。

「
六
〇
年
に
わ
た
っ
て
組
織
を
ま
と
め
て

き
た
先
人
へ
の
感
謝
、
そ
し
て
良
い
時
代

を
過
ご
さ
せ
て
も
ら
っ
た
組
合
へ
の
恩
返

し
の
つ
も
り
で
、
理
事
長
を
務
め
て
い
ま

す
」
と
感
慨
を
込
め
る
。

三
〇
代
は
じ
め
に
理
事
に
就
任
し
て
以

来
、
三
〇
年
以
上
に
わ
た
り
組
合
執
行
部

の
一
員
と
し
て
、
組
合
の
歴
史
を
見
続
け

て
き
た
。

設
立
時
五
〇
社
だ
っ
た
組
合
員
は
、
現

在
一
五
〇
社
。

「
創
立
以
来
の
組
合
員
は
二
〇
社
近
く
を

数
え
、
六
〇
年
間
で
組
合
員
の
倒
産
は
、

わ
ず
か
数
件
。
規
模
こ
そ
大
き
く
は
な
い

が
、
確
か
な
技
術
力
で
付
加
価
値
の
高
い

仕
事
を
堅
実
に
続
け
て
き
た
組
合
員
が
多

い
こ
と
の
証
し
で
す
」。

一
方
、
経
営
者
の
高
齢
化
や
後
継
者
難

に
よ
っ
て
、
ピ
ー
ク
の
平
成
一
二
年
こ
ろ

に
比
べ
、
八
〇
社
近
く
が
組
合
を
脱
退
し

た
。
理
事
長
に
就
任
し
た
の
は
、
組
合
員

の
減
少
が
組
合
運
営
に
影
を
落
と
し
は
じ

め
た
平
成
一
八
年
。
直
ち
に
取
り
組
ん
だ

の
が
、
ム
ダ
の
洗
い
出
し
と
財
政
基
盤
の

確
立
、
そ
し
て
事
務
の
効
率
化
で
あ
る
。

「
単
に
経
費
を
削
る
だ
け
で
は
な
く
、
明

確
な
数
値
目
標
を
示
す
こ
と
で
、
意
識
も

変
る
。
四
〇
〇
万
円
近
く
か
け
て
独
自
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト
を
導
入
し
、
徹
底

的
に
事
務
の
ム
ダ
を
省
き
ま
し
た
。
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
導
入
費
用
は
二
年
ち
ょ
っ
と

で
回
収
し
、
今
で
は

お
釣
り

が
き
ま

す
よ
」
と
そ
の
成
果
に
目
を
細
め
る
。

新
た
な
事
業
に
も
意
欲
を
み
せ
る
。

二
〇
年
ほ
ど
前
、
組
合
で
は
電
気
工
事

の
共
同
受
注
を
数
年
間
実
施
し
た
。
そ
の

責
任
者
と
し
て
、
駿
府
博
会
場
や
市
清
掃

工
場
の
電
設
工
事
を
、
設
計
か
ら
施
工
ま

で
取
り
仕
切
っ
た
経
験
を
も
つ
。

「
魅
力
あ
る
事
業
は
、
組
合
の
求
心
力
を

高
め
ま
す
。
創
立
六
〇
周
年
を
記
念
し
、

電
気
設
備
困
り
ご
と
相
談
窓
口

を
設

置
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
再
度
、
共
同
受

注
事
業
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
き
っ
か
け
に

な
れ
ば
」
と
期
待
を
込
め
る
。

昭
和
三
八
年
、
二
五
歳
で
創
業
。
昭
和

四
八
年
か
ら
、
鉄
道
施
設
の
構
内
電
気
設

備
の
新
設
や
改
修
も
手
が
け
る
な
ど
、
順

調
に
業
務
を
拡
張
し
て
き
た
。

し
か
し
、
高
度
成
長
、
バ
ブ
ル
経
済
と

続
く
上
り
坂
の
時
代
が
終
わ
っ
た
一
〇
年

ほ
ど
前
、「
後
継
者
も
い
な
い
し
、
女
房
と

商
売
や
め
よ
う
か
、
と
話
も
し
た
」
と
廃

業
を
考
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

だ
が
、
そ
の
話
を
聞
い
た
子
息
が
東
京

か
ら
Ｕ
タ
ー
ン
。
現
在
は
専
務
と
し
て
父

を
補
佐
し
、
第
一
線
に
立
つ
頼
も
し
い
存

在
だ
。

趣
味
を
問
う
と
「
仕
事
一
筋
」
と
即
答
。

「
で
も
、
第
一
線
を
退
い
た
ら
、
妻
と
ゆ

っ
く
り
海
外
旅
行
に
で
も
行
き
た
い
ね
」

と
愛
妻
家
の
一
面
も
の
ぞ
か
せ
た
。 “

”

“

”

クローズアップインタビュー

静岡電気工業協同組合

小笠原正基理事長

組合が創立60周年
魅力ある事業を展開し、
組合の求心力向上を

組合活性化情報

昭
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財形転貸融資制度で社内住宅融資制度を 

① 事業主・事業協同組合が財形住宅金融㈱（福利厚生会社）に出資していること。 
　　　 （これからご利用の場合は、従業員数に応じて出資していただきます。 
　　　  ※出資金は750千円から3,750千円まで 
②  財形貯蓄を積立していること。（どこの金融機関等でもかまいません。） 
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に
取
り
組
む
市
民
団
体
な
ど
に
交
付
す

る
。電

気
料
金
の
削
減
額
は
、
両
組
合
で

年
間
約
二
七
五
万
円
と
試
算
さ
れ
る
。

エ
コ
商
品
券
事
業
は
、
平
成
二
二
年

度
か
ら
五
年
間
の
実
施
を
予
定
。

組
合
で
は
、

「
温
暖
化
対
策
と
商
店
街
の
活
性
化
に

つ
な
げ
て
い
き
た
い
」
と
期
待
し
て
い

る
。

Business Report 組合の動き 

温
暖
化
対
策
に
L
E
D
照
明
を
導
入

富
士
本
町
商
店
街
振
興
組
合

富
士
本
町
商
店
街
振
興
組
合
（
渡
邉

孝
男
理
事
長
）
で
は
、
約
六
〇
〇
メ
ー

ト
ル
に
及
ぶ
商
店
街
の
歩
道
の
照
明
一

〇
二
二
灯
を
、
水
銀
灯
タ
イ
プ
か
ら
Ｌ

Ｅ
Ｄ
式
（
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
）
蛍
光
管

に
全
て
取
り
替
え
、
一
月
一
二
日
、
組

合
員
の
ほ
か
、
鈴
木
尚
富
士
市
長
ら
多

数
の
来
賓
が
出
席
し
、
点
灯
式
を
行
っ

た
。Ｌ

Ｅ
Ｄ
照
明
の
導
入
は
、
国
の
「
地

域
活
性
化
・
経
済
危
機
対
策
臨
時
交
付

金
」
を
活
用
し
、
富
士
市
が
六
〇
〇
〇

万
円
の
予
算
を
設
け
実
施
し
た
も
の
で
、

市
内
で
は
、
当
組
合
の
ほ
か
、
吉
原
商

店
街
振
興
組
合
で
も
導
入
し
た
。

こ
の
交
換
に
よ
り
年
間
の
電
気
使
用

量
は
、
現
在
比
で
約
三
〇
％
減
の
二
万

六
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
に
削
減
で
き

る
ほ
か
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
は
、

年
間
八.

八
ト
ン
削
減
で
き
る
と
見
込
ま

れ
て
い
る
。

組
合
で
は
、
電
気
料
金
の
削
減
額
を

原
資
に
、
組
合
員
店
舗
で
利
用
で
き

る

エ
コ
商
品
券

と
し
て
環
境
問
題

“

”

固
い
結
束
で
創
立
四
〇
年
を
迎
え
る

浜
北
機
械
金
属
工
業
協
同
組
合

浜
松
市
浜
北
区
の
輸
送
用
機
械
メ
ー

カ
ー
な
ど
五
一
社
で
組
織
す
る
浜
北
機

械
金
属
工
業
協
同
組
合
（
鳥
山
勝
也
理

事
長
）
で
は
、
創
立
四
〇
年
を
祝
し
、

一
月
二
二
日
、
浜
松
市
浜
北
区
の

な

ゆ
た
浜
北

で
記
念
式
典
を
開
催
し
た
。

当
日
は
、
組
合
員
の
ほ
か
、
鈴
木
康

友
浜
松
市
長
や
地
元
選
出
の
国
会
議
員

ら
来
賓
を
含
め
五
〇
人
が
出
席
し
た
。

あ
い
さ
つ
に
立
っ
た
鳥
山
理
事
長
は
、

「
設
立
以
来
、
組
合
員
の
固
い
結
束
の

も
と
、
一
貫
し
て
地
域
に
密
着
し
た
事

業
を
展
開
し
て
き
た
。
輸
送
用
機
械
関

連
の
製
造
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
厳
し

い
が
、
い
ま
ま
で
以
上
に
組
合
員
の
結

束
を
強
め
、
新
た
な
組
合
事
業
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

式
典
で
は
、
商
工
中
金
浜
松
支
店
の

渡
辺
義
孝
支
店
長
よ
り
、
組
合
の
地
域

経
済
発
展
へ
の
功
績
に
対
し
、
感
謝
状

が
贈
ら
れ
る
と
と
も
に
、
元
理
事
長
二

“

”

人
に
鳥
山
理
事
長
か
ら
感
謝
状
が
手
渡

さ
れ
た
。

ま
た
、
創
立
か
ら
の
組
合
の
歩
み
を

映
像
で
紹
介
。
四
〇
年
の
歴
史
を
振
り

返
っ
た
。

当
組
合
は
、
昭
和
四
一
年
発
足
の
浜

北
機
械
金
属
工
業
組
合
（
任
意
組
織
）

s「
新
た
な
組
合
事
業
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
と
鳥
山
理
事
長

s
渡
邊
理
事
長
（
写
真
左
か
ら
三
人
目
）
、

鈴
木
富
士
市
長
（
同
四
人
目
）
ら
が
照
明
の

ス
イ
ッ
チ
を
押
し
た

s
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
商
店
街
を
一
〇
二
二
灯
の

L
E
D
照
明
が
照
ら
す

22年3月号_P13-24.qxd  2010.3.3 15:43  ページ 14



15 中小企業静岡 2010.3

リ
ピ
ン
人
研
修
生
の
受
け
入
れ
事
業
も

実
施
す
る
な
ど
、
幅
広
く
事
業
を
展
開

し
て
い
る
。

地
域
貢
献
へ
の
評
価
を
取
り
入
れ
る

仕
組
み
づ
く
り
を
｜
官
公
需
問
題
懇
談
会

静
岡
県
中
央
会

創
立
六
〇
年
を
祝
う

社
会
奉
仕
事
業
も
展
開静

岡
電
気
工
業
協
同
組
合

静
岡
県
中
央
会
は
、
受
注
側
と
発
注

側
の
相
互
理
解
や
受
発
注
の
円
滑
化
な

ど
を
目
的
に
「
官
公
需
問
題
懇
談
会
」

を
二
月
五
日
、
静
岡
市
葵
区
の
グ
ラ
ン

ド
ホ
テ
ル
中
島
屋
で
開
催
し
た
。

懇
談
会
に
は
、
県
内
の
官
公
需
適
格

組
合
関
係
者
や
行
政
の
担
当
者
ら
三
一

人
が
出
席
し
た
。

は
じ
め
に
、
適
格
組
合
の
全
国
組
織

で
あ
る
全
国
官
公
需
適
格
組
合
受
注
確

保
協
議
会
の
星
野
輝
夫
会
長
が
、「
適
格

組
合
を
め
ぐ
る
全
国
の
官
公
需
の
動
向

と
地
方
に
お
け
る
対
応
」
の
テ
ー
マ
で

講
演
し
た
。

星
野
氏
は
、

「
適
格
組
合
が
官
公
庁
な
ど
の
発
注
者

や
地
域
に
信
頼
さ
れ
、
受
注
機
会
を
拡

大
す
る
た
め
に
は
、
国
か
ら
の
証
明
、

組
合
員
の
合
算
評
価
に
よ
る
ラ
ン
ク
ア

ッ
プ
、
地
域
社
会
の
評
価
、
共
同
保
証

に
よ
る
発
注
者
か
ら
の
信
頼
、
組
合
組

織
の
も
つ
透
明
性
や
公
共
性
な
ど
、
適

格
組
合
の
優
位
性
を
も
っ
と
活
か
す
べ

き
だ
」
と
し
た
上
で
、「
組
合
の
地
域
へ

の
貢
献
に
対
す
る
評
価
を
重
視
す
る
仕

組
み
づ
く
り
が
急
務
だ
」
と
説
い
た
。

懇
談
会
で
は
、
県
の
住
宅
工
事
発
注

部
署
の
担
当
者
と
の
間
で
、
発
注
の
基

準
や
ダ
ン
ピ
ン
グ
対
策
、
経
営
事
項
審

査
の
評
価
方
法
な
ど
、
活
発
な
質
疑
応

答
や
情
報
交
換
が
行
わ
れ
、
相
互
理
解

を
深
め
た
。

官
公
需
適
格
組
合
は
、
官
公
需
の
受

注
に
意
欲
的
で
、
受
注
し
た
契
約
を
十

分
履
行
で
き
る
経
営
基
盤
が
整
備
さ
れ

て
い
る
組
合
で
あ
る
こ
と
を
国
が
証
明

静
岡
電
気
工
業
協
同
組
合
（
静
岡

市
・
小
笠
原
正
基
理
事
長
）
で
は
、
二

月
八
日
、
静
岡
市
の
ロ
イ
ヤ
ル
セ
ン
ト

ヨ
ー
ク
で
創
立
六
〇
周
年
記
念
式
典
を

開
い
た
。

式
典
に
は
、
多
数
の
組
合
員
の
ほ
か
、

小
嶋
善
吉
静
岡
市
長
を
は
じ
め
、
県
内

各
地
区
の
電
気
工
事
組
合
関
係
者
や
関

係
機
関
ら
来
賓
を
合
わ
せ
一
八
〇
人
が

出
席
し
た
。

主
催
者
を
代
表
し
小
笠
原
理
事
長
は
、

「
組
合
員
の
結
束
と
歴
代
役
員
の
英
知

に
よ
っ
て
、
幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
、

創
立
六
〇
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

関
係
各
位
の
ご
支
援
ご
協
力
に
も
深
く

感
謝
し
た
い
。
今
後
も
、
企
業
体
質
の

強
化
と
法
令
遵
守
に
努
め
、
業
界
の
発

展
や
地
域
貢
献
に
尽
力
し
て
い
き
た
い
」

と
あ
い
さ
つ
し
た
。

式
典
で
は
、
創
立
以
来
の
組
合
員
に

対
す
る
感
謝
状
や
永
年
役
員
功
労
者
へ

の
表
彰
状
が
贈
ら
れ
た
。

ま
た
、
市
内
の
防
犯
灯
の
無
償
清
掃

点
検
や
高
齢
者
住
宅
を
対
象
と
し
た
電

気
設
備
点
検
、
電
気
設
備
困
り
ご
と
相

談
窓
口
の
設
置
な
ど
、
記
念
事
業
の
内

容
も
紹
介
さ
れ
た
。

同
組
合
は
昭
和
二
五
年
、
旧
静
岡
市

の
電
気
工
事
業
者
ら
五
〇
社
で
設
立
。

技
術
力
や
経
営
力
の
向
上
を
目
的
と

す
る
教
育
研
修
事
業
を
中
心
に
、
各
種

事
務
代
行
事
業
や
調
査
事
業
な
ど
を
活

発
に
展
開
。
近
年
は
、
Ｉ
Ｔ
の
積
極
活

用
に
よ
り
、
事
務
の
効
率
化
に
も
力
を

注
い
で
い
る
。

組合活性化情報

の
五
三
組
合
が
証
明
を
取
得
。
積
極
的

な
受
注
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

す
る
も
の
で
、
県
内
で
は
工
事
関
係
三

二
組
合
、
物
品
・
役
務
関
係
二
一
組
合

▲主催者を代表してあいさつする小笠原理事長

を
母
体
に
同
四
四
年
、
法
人
化
。

共
同
購
入
事
業
や
金
融
事
業
な
ど
に

加
え
、
平
成
一
八
年
度
か
ら
は
、
フ
ィ

▼組合の地域貢献に対する評価の重視を訴える
星野全国適格協会長

22年3月号_P13-24.qxd  2010.3.3 15:43  ページ 15



全９項目のうち、前年同月を上回る項目は在庫数
量のみ。前月15ヶ月ぶりに－70.0を上回る結果とな
った売上高、収益状況、業界の景況の三指標は今月
も－66.0～－68.0の間を推移。
前月の値との比較では、設備操業度で上昇するも
他８項目は、悪化幅拡大。新たな年となったが、以
前各業界とも明るい兆しが見られない。

・・・対象17業種より抜粋
［繊維・同製品］浜松市
前年同月比の景況は生産数量が１割以上減少し、売上高、販
売価格、収益等が厳しい。ジリ貧が続いているため、それらが
目立たなくなっている。
［木材・木製品］静岡市
住宅着工戸数が45年ぶりに80万戸を割り込む。今後、住宅版
エコポイント導入、住宅ローン引き下げなど政策を望む。
［鉄鋼・金属］湖西市
取引先の業界によって、景況感が大きく異なる。自動車部品
加工関連はやや好転しているが、設備加工関連は依然低迷中で
ある。

［サービス業（不動産業）］沼津市
例年１月は動きが鈍い。一方で売却、査定依頼は非常に多く、
先行きそれらが売り物になると過剰供給になり、地価はますま
す低下する。
［運輸業］静岡市
１月は稼働率が低く、売上高も減少。資金繰りも悪化傾向で、
今後デフレの影響から運賃値下げ要請が強まるのでは、と懸念
される。

※DI値＝［（増加・好転組合数－減少・悪化組合数）／対象組合数］×100

＋0.1以上･･･ ±0.0･･･ ～－20.0･･･ －20.0 ～･･･
なお、「在庫数量」のみマイナス値が大きいほど好要件としている。

概　況

業界の声

DI値の推移

静岡県中央会に設置されている情報連絡員〔協同組合等の役職員87名に委嘱〕による毎月の景況調査の概要です。
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事
務
局

袋井地区建設事業協同組合

天野二十夫事務局長

「
組
合
活
動
を
も
っ
と
知
っ
て

も
ら
い
た
い
」と
広
報
活
動
に
全
力

組合活性化情報

提
案
し
ま
し
た
」。

事
務
局
を
訪
れ
る
人
た
ち
は
、
リ
ニ

ュ
ー
ア
ル
前
に
比
べ
大
き
く
増
え
た
。

「
組
合
事
務
所
は
、
組
合
員
が
ほ
っ
と

一
息
つ
け
る
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
場

で
あ
り
た
い
。
そ
う
し
た
雰
囲
気
が
組

合
員
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

深
め
、
結
束
の
強
化
に
つ
な
が
る
と
思

い
ま
す
」
と
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
効
果
を

強
調
す
る
。

組
合
事
務
局
に
入
っ
て
五
年
。
外
と

内
の
両
方
か
ら
業
界
を
見
る
こ
と
で
、

建
設
業
に
対
す
る
考
え
方
が
大
き
く
変

っ
た
、
と
い
う
。

「
道
路
や
橋
、
ダ
ム
な
ど
社
会
資
本
の

整
備
か
ら
一
般
住
宅
の
建
築
、
さ
ら
に

災
害
復
旧
に
至
る
ま
で
、
改
め
て
建
設

業
の
果
た
す
役
割
の
大
き
さ
を
感
じ
ま

す
。
も
っ
と
一
般
の
方
に
組
合
の
存
在

を
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
広
報
活
動
に

全
力
を
挙
げ
た
い
」。

「
組
合
員
企
業
の
成
長
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
の
が
組
合
の
役
割
」
と
明
言
す
る
。

「
待
っ
て
い
て
仕
事
が
舞
い
込
ん
で
く

る
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
発
注
者
へ

の
提
案
力
強
化
な
ど
企
業
力
の
さ
ら
な

る
向
上
が
必
要
。
そ
の
た
め
の
研
究
や

研
修
を
ど
ん
ど
ん
企
画
し
て
い
き
ま
す
」

と
意
欲
を
示
す
。

日
本
百
名
山

の
う
ち
、
奥
多
摩

の
雲
取
山
を
除
く
九
九
の
頂
を
極
め
た

大
の
山
好
き
。

「
一
番
印
象
に
残
る
山
？
　
そ
れ
ぞ
れ

に
想
い
出
が
あ
る
か
ら
、
と
て
も
選
べ

な
い
な
ぁ
」
と
正
直
だ
。

“

”

県
庁
を
定
年
退
職
し
た
後
、
平
成
一

七
年
四
月
、
中
・
東
遠
地
域
五
市
一
町

の
建
設
業
者
五
五
社
が
加
入
す
る
袋
井

地
区
建
設
事
業
協
同
組
合
の
事
務
局
長

に
就
任
。
ま
た
、
社
団
法
人
袋
井
建
設

業
協
会
の
事
務
局
長
も
兼
任
す
る
。

「
気
づ
い
た
こ
と
は
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、

実
行
す
る
こ
と
を
常
に
心
が
け
て
い
ま

す
」
と
い
う
こ
と
ば
を
体
現
す
る
よ
う

に
、
就
任
後
す
ぐ
に
建
設
会
館
の
増
改

築
に
着
手
。
組
合
員
が
も
っ
と
気
軽
に

足
を
運
べ
る
よ
う
に
と
、
エ
ン
ト
ラ
ン

ス
に
明
る
く
開
放
的
な
共
用
ス
ペ
ー
ス

を
設
け
た
。

「
耐
震
補
強
を
兼
ね
た
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

に
あ
わ
せ
、
ち
ょ
っ
と
し
た
打
ち
合
わ

せ
が
で
き
、
寛
げ
る
ス
ペ
ー
ス
を
、
と

景況ウォッチ （22年1月の情報連絡員月次景況調査より）
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公正取引委員会からのお知らせ

下請法クイズ
公正取引委員会は、下請代金支払遅延等防止法（以下、法）を運用することにより、親事業者と下請事業者との間の取引
の公正化を図ることに努めています。さて、公正取引委員会が出題する恒例の下請法クイズ。あなたには分かりますか？

【問題１】
下記の取引で、下請法の適用となる取引に該当する場合には○、該当しない場合には×を付けてください。（いずれの取引も資本金

区分を満たしているものとみなします。）
ア　自社でホームページ（HP）を作成する能力のない卸売業者が、自社のHPの作成をHP作成業者に委託すること。
イ　製造業者が、自社の製品に付属する取扱説明書の作成を他の事業者に委託すること。
ウ　製造業者が、自社の工場で使用している工具について、普段は自社で修理を行っているが、人手不足のため修理を行うことができ
ない場合に、専門の業者に修理を委託すること。

エ　製造業者が、自社の工場の清掃作業を清掃業者に委託すること。

【問題２】
下請代金の支払について下請法上問題とならない行為には○、問題となる行為には×を付けてください。
ア　親事業者が下請事業者に設計図面の作成を委託し、その後、設計図面の提供を受けたため、当該設計図面の対価を支払った。また、
設定図面については下請事業者に著作権が発生していたため、下請事業者に対し著作権を譲渡するよう依頼し、下請事業者がこれ
を承諾したため、下請事業者と当該著作権の譲渡対価について協議を行い、通常支払われるべき対価を支払った。

イ　親事業者は、毎月末日納品締切、翌々月20日支払の支払制度を採用した。
ウ　親事業者が下請事業者に対して下請代金を支払う際に、100円以下の単位を切り捨てて支払うことについて、下請事業者から合意
を得た上で、100円以下の単位を切り捨てて支払った。

【問題３】
下請法に照らして問題とならないものには○、問題となるものには×を付けてください。
ア　親事業者が下請事業者に対し製品の製造を委託したが、その後、自社の販売先から大幅な仕様の変更があったため、当初の仕様ど
おりに下請事業者が製造した製品を受け取らないこととした。

イ　親事業者が下請事業者に対し製造を委託した製品の全数について受入検査を行った結果、一部の製品に軽微な不良（下請事業者の
責任による不良）が見つかった。そこで、軽微な不良のあった製品を下請事業者に返品せず、親事業者自らが手直しを行った場合
に、手直しに要した費用を下請代金から差し引いた。

＜回答と解説＞
【問題１】の回答　ア：×、イ：○、ウ：○、エ：×
ア　自社でHPの作成を業として行っていないので、下請法の対象となる取引に該当しません。ただし、自社でHPの作成を業として行
っているにもかかわらず、当該作成業務を他のHP作成業者に委託した場合は「情報成果物作成委託」に該当します。

イ　製造委託の対象となる物品は、目的物たる物品自体以外に、目的物たる物品にそのまま取り付けられたり目的物に付随されること
によって、その効用を増加させる製造物も含まれるため、製品に付属する取扱説明書の作成を委託することも「製造委託」に該当
します。

ウ　自社の工場で使用している工具の修理を業として行っている事業者が、その修理の一部を他の修理業者に委託すれば「修理委託」
に該当します。

エ　自社で利用する役務について他の事業者に委託することは下請法の対象となる取引に該当しません。ただし、提供の目的たる役務
の提供を業として行っている事業者が、当該役務の提供行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合（例：清掃業者が、自社
が請け負った清掃業務の一部について、他の清掃業者に委託を行う場合）は、「役務提供委託」に該当します。

【問題２】の回答　ア：○、イ：×、ウ：×
ア　情報成果物等の作成を委託した場合、当該成果物に著作権が発生することがありますが、当該著作権について下請事業者から譲渡
を受ける場合は、譲渡対価について下請事業者と十分な協議を行い対価を決定する必要があります。なお、下請事業者と十分な協
議を行わず、親事業者が一方的に通常支払われるべき対価を著しく下回る対価しか支払わなかった場合は、「買いたたきの禁止」
（法第4条第1項第5号）の規定に違反します。

イ　下請代金の支払については、下請事業者の給付の受領後60日以内に支払わなければなりませんが、これは、1か月締切制度を採用
している場合、締切後30日（1か月）以内に支払日を定め、支払日に下請代金を支払わなければならないということであり、20日
の支払遅延となります。

ウ　下請事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、発注時点で決定した下請代金を発注後に減額することは、「下請代金の
減額の禁止」（法第4条第1項第3号）の規定に違反します。端数の切捨ては、1円未満の端数を切り捨てることは認められますが、1円
以上の単位を切り捨てる場合は、下請事業者の了解を得ていたとしても下請代金の減額として下請法違反となります。

【問題３】の回答　ア：×、イ：○
ア　親事業者が下請事業者に製造を委託した製品について、下請事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず当該製品の受領を
拒むことは、「受領拒否の禁止」（下請法第4条第1項第1号）の規定に違反します。

イ　親事業者が、発注時に決定した下請代金を、下請事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず発注後に減額することは、
「下請代金の減額の禁止」の規定に違反します。ただし、給付に下請事業者の責任による瑕疵がある際に、受領拒否や返品ができ
るのに、そうしないで、親事業者自らが手直しを行った場合であれば、手直しに要した費用を、下請代金から減額することは認め
られています。

下請法、下請取引に関する御意見・御相談については、下記までお寄せください。
公正取引委員会事務総局中部事務所　下請課　電話052–961–9424（直通） FAX052–971–5003

ホームページ　http://www.jftc.go.jp
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地
域
産
業
振
興
に
果
た
す

中
小
企
業
組
合
の
役
割
と
は

農
産
物
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
を

目
指
し
て

県
西
部
地
域
の
中
小
企
業
組

合
で
地
元
農
産
物
の
地
域
ブ
ラ

ン
ド
戦
略
の
手
法
と
新
た
な
販

売
方
式
の
導
入
を
研
究
し
た
。

県
内
の
消
費
者
の
間
で
は
、

当
農
産
物
の
知
名
度
は
高
く
、

毎
年
開
催
さ
れ
る
品
評
会
に
お

い
て
常
に
上
位
入
賞
し
て
お

り
、
高
品
質
と
し
て
評
価
が
高

い
。Ｎ

Ｈ
Ｋ
ド
ラ
マ
放
映
時
に
は

加
工
品
を
新
幹
線
駅
売
店
及
び

地
元
店
舗
で
販
売
し
売
上
を
伸

ば
し
た
が
、
番
組
終
了
と
と
も

に
売
上
は
減
少
し
た
。
全
国
的

知
名
度
は
ま
だ
低
い
の
が
実
情

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
機
に
農
産

物
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
へ
の
関

心
が
組
合
員
や
行
政
、
商
工
団

体
の
間
で
高
ま
っ
た
た
め
、
地

域
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
の
手
法
と
新

た
な
販
売
方
式
の
導
入
に
つ
い

て
研
究
を
は
じ
め
た
。

ブ
ラ
ン
ド
化
に
失
敗
す
る
と

ブ
ラ
ン
ド
化
に
失
敗
し
た
商

品
は
、
叩
き
売
り

状
態
に

な
る
。
市
場
に
流
通
す
る
商
品

は
個
性
を
失
い
、
消
費
者
に
と

っ
て
は
、
ど
の
商
品
も
大
差
な

い
状
態
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ

ら
製
品
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る

製
品
価
格
は
下
落
し
、
企
業
は

さ
ら
に
低
価
格
商
品
を
提
供
せ

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
悪
循
環

に
陥
る
。

波
及
効
果
を
高
め
る
た
め
に

地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
キ
ン
グ

夕
張
メ
ロ
ン

を
取
り
巻
く

環
境
に
は
光
と
影
が
存
在
す

る
。高

級
品
と
し
て
有
名
な
夕
張

メ
ロ
ン
は
、
初
セ
リ
で
、
一
つ

一
〇
〇
万
円
ほ
ど
す
る
物
も
出

る
。
夕
張
メ
ロ
ン

は
夕
張

市
農
業
協
同
組
合
の
登
録
商
標

で
、
他
の
市
町
村
産
で
は
、
夕

張
の
名
を
冠
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
夕
張
メ
ロ
ン
市
場

“

”

“

”

“

”

は
経
済
効
果
三
六
〇
億
円
、
一

万
人
の
雇
用
を
生
み
出
し
て
い

る
が
、
夕
張
市
へ
の
波
及
効
果

が
低
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

こ
れ
ら
各
地
の
事
例
な
ど
を

も
と
に
当
農
産
物
の
新
た
な
販

売
方
式
導
入
を
研
究
。
そ
の
結

果
、
次
の
九
つ
の
事
業
内
容
へ

の
取
り
組
み
が
検
討
さ
れ
た
。

・
現
状
の
産
地
基
準
に
加
え
Ｇ

Ｉ
（
産
地
・
品
質
格
付
基

準
）
を
設
け
、
高
級
ト
ッ

プ
ブ
ラ
ン
ド
を
作
り
、
プ

レ
ミ
ア
ム
ゾ
ー
ン
を
広
げ

る
。
ま
た
、
消
費
者
が
安

心
し
て
選
べ
る
仕
組
み
づ

く
り
と
産
地
と
し
て
の
栽

培
技
術
、
加
工
技
術
の
向

上
を
目
指
す

・
Ｇ
Ｉ
基
準
の
策
定
、
ブ
ラ
ン

ド
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
Ｇ
Ｉ
管

理
規
定
の
作
成
と
施
行

・
管
理
規
定
の
維
持
組
織
や
ブ

ラ
ン
ド
リ
ス
ク
管
理
規
定

の
策
定

・
地
元
業
者
に
加
え
地
元
外
の

料
理
人
等
と
の
連
携
に
よ

る
新
規
市
場
開
拓

・
加
工
品
の
試
作
、
テ
ス
ト
販

売
、
展
示
会
出
展
を
通
じ

た
商
品
化
・
販
路
の
策
定

・
新
商
品
の
名
前
及
び
特
長
の

周
知
性
を
図
る
こ
と
に
よ

る
ブ
ラ
ン
ド
価
値
の
向
上

・
試
験
栽
培
、
テ
ス
ト
販
売
の

実
施

・
地
元
飲
食
店
、
ホ
テ
ル
旅
館

組
合
と
の
連
携
に
よ
る
イ

メ
ー
ジ
ア
ッ
プ

・
加
工
品
を
提
供
す
る
場
と
し

て
の
企
画
・
開
発
・
認
証

制
度
の
確
定

こ
れ
ら
の
展
開
に
よ
っ
て
ブ

ラ
ン
ド
戦
略
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
習

得
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

さ
ら
に
、
中
小
企
業
組
合
や
行

政
、
生
産
者
の
三
者
が
当
地
域

の
特
産
物
の
消
費
拡
大
を
図

り
、
名
声
を
高
め
る
事
業
計
画

づ
く
り
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
に
よ

り
、
地
域
の
雇
用
創
出
や
中
心

市
街
地
活
性
化
へ
の
波
及
効
果

も
期
待
で
き
る
。
そ
の
中
核
を

担
う
の
が
中
小
企
業
組
合
。
地

域
産
業
振
興
に
果
た
す
組
合
の

役
割
は
大
き
い
。

（
薮
崎
）

指
導
員

現
場

の

か

ら

どなたでもお気軽にご利用いただける公共の宿。

ゆとりと
くつろぎの宿

〒410-2201 静岡県伊豆の国市古奈1133
TEL（055）948-1095（代）

〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町5-1 TEL（054）221-6250�　FAX（054）251-8326
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（1）木は人の目にどのように映るんだろう？
（2）空気にはどんな成分が含まれているの？
（3）熱中症がおこりやすい環境って？
おわりに：木材は、暮らしと地球環境をケアする
素材
（Ａ4判、本文6頁、カラー印刷）

元気の処方箋「木は自然のクスリ」
シリーズ「木と豊な暮らしを考える」ＰＲパン

フレット第28弾は「おくすり篇」です。
いろんな悩みやストレスを抱えながら生きる世

の中で、病気とはいえないまでも、カラダの疲れ
が抜けないことも多いはず。そんな時には、木が
効きます。えっ、なぜ？って、きっと誰もが思う
はず。だって、木はクスリじゃないのに…。
今回のパンフレットでは、木の働きをクスリに

たとえ、「木の効能」を実証するデータを交え、楽
しく紹介しました。
■冊子の概要
はじめに：木の効き目で暮らしが元気になる！
お医者さんが処方する薬と違い、強い効き目は

ありません。自然の恵みがいっぱいの木は、まる
でクスリのように、人の心とカラダにおだやかに
効いてきます。
（1）調湿錠：あうんの呼吸
（2）リラクドリンク：飲む森林浴
（3）紫外線防止クリーム：ぎらぎらしないせん
（4）保温シップ：木肌のお燗（かん）
（5）ecoカプセル：通禁ラッシュ！
おわりに：木は暮らしの常備薬
（Ａ4判、8頁、カラー印刷）
■お申込み方法
送料として「140円分の切手」を同封のうえ、
q資料名、w郵便番号、e住所、r氏名、t年
齢、y職業、u電話番号、iFAX番号、oご覧
になった掲載紙を明記し、下記宛郵送願います。

■お問合せ先
静岡県木材協同組合連合会
広報スタッフ：勝山裕子
〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
県庁西館9階
TEL：054-252-3168
FAX：054-251-3483

■募集人員 100名
（先着順、参加証は発行しません）

■参 加 費 無料
■お申込み方法
氏名、住所、電話番号、会社名／団体名、交流
会参加希望の有無、メールアドレスを、件名：
「産学共同研究成果発表会の申込」とし、FAX又
はメールにてお送りください。

■お申込み・お問合せ先
B-nest静岡市産学交流センター
TEL：054-275-1655 FAX：054-275-1656
e-mail：info@hanjyou.jp

HP：http://www.hanjyou.jp/itaku/default.html

■申込締切 平成22年3月16日（火）

本会では、これまでに様々なＰＲ資料を作製し、
全国の木材、建築、設計の各業界を通して消費者
の皆様にお届けしてまいりましたが、このたび下
記パンフレットを作製いたしました。

いこい・やすらぎ・ふれあいを求めて
「人にやさしい空間づくり」

～木造高齢者施設における住環境調査～
シリーズ「木と豊かな暮らしを考える」ＰＲパ
ンフレット第27弾は「イキイキ篇」です。
加速度的に高齢化が進む我が国、高齢者がイキ
イキと暮らせる「いこい・やすらぎ・ふれあい」
を求め、木造高齢者施設における「視覚的印象評
価」、「空気成分の分析調査」、「温熱環境の計測調
査」を通して、人にやさしい空間づくりを考えて
みました。
なお、資料の取りまとめに際し、静岡大学農学
部、静岡県工業技術研究所等のご指導を仰ぎまし
た。
■冊子の概要
はじめに：お年寄りにやさしい空間は、だれにも
やさしい
お年寄りが快適、安全に暮らせる住環境づくり
のお役にたてるよう、q視覚的な要素、w空気の
成分、e温熱度の3テーマで、高齢者介護施設にお
ける現場調査を行いました。

発刊のお知らせ
「人にやさしい空間づくり」「木は自然のクスリ」

静岡県木材協同組合連合会
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中小企業の皆様へ
中小・小規模企業の資金繰りを支援します！
～2009年12月15日条件変更対応保証制度　開始！～

これまで公的金融とお取引のない方でも、信用
保証協会による返済負担軽減支援を受けられるよ
うになります。
■制度概要
（1）保証割合：40％
（2）保証期間：延長含め、最長3年
（3）保証料：2.20％
（4）保証限度額：2億8000万円（8000万円超の無担

保保証も相談可）
（5）ご利用に際しては、金融機関とともに、経営改

善計画・返済計画を立てていただくことになり
ます。
本制度は、原則として（注１）、公的金融（日本公
庫、商工中金、信用保証協会）を現在利用されてい
ない中小企業者の方々が対象です。具体的にどの
ようなケースで利用できるのか、他の制度は利用
できないのか等、ご不明な点があれば、保証協会
や経済産業局・中小企業庁までお問合せ下さい。
（注１）公的金融の利用が一時的なものや少額にと

どまるものなど、実質的に公的金融を利用
していないと同様と認められる場合を含む
ことを指します。

（注２）本制度を利用される場合には、平成23年3
月31日までにお手続きいただく必要がある
のでご注意ください。

※融資・保証については、保証協会又は金融機関
などによる審査の結果、ご希望に添いかねる場
合があります。あらかじめご了承ください。

■お問合せ先
中小企業庁　金融課
TEL：03-3501-6280（直）
関東経済産業局　産業部中小企業金融課
TEL：048-600-0425（直）
最寄りの信用保証協会
参考：http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

■最新の情報は
中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/

モバイル中小企業庁
http://chusho.mjmk.jp

産学共同研究成果発表会～地域の課題を解決する～
開催のお知らせ

主催：B-nest静岡市産学交流センター

静岡市産学交流センターでは、地域の産業が抱
える身近な課題について、大学と企業とが共同で
取り組む「地域課題に係わる産学共同研究」の委
託事業を公募、平成21年7月より8ヶ月をかけて研
究を行って参りました。このたび成果発表会を開
催いたします。静岡市地域のビジネスに深く係っ
た研究テーマばかりです。併せて本年度弊センタ
ーで実施した事業の紹介を行います。皆様のご来
場をお待ちしております。
《開催内容》
【第一部】産学共同研究成果発表会　13：20～17：00
●『緑茶成分の動脈硬化症予防効果に関する研究』
…メタボ予防と対策に、緑茶成分の機能性向上
を目指す

●『空港開港に伴う旅館、ホテルの国際化対応と
静岡市の国際ブランド力形成に関する産学共同
研究』
…海外からのお客様に｢モテナシ｣を感じていた
だくために

●『静岡茶を利用した静岡型ツーリズムの研究』
…地域資源のお茶観光で静岡ブランドのイメー
ジ向上を

●『高速回転機用金属磨耗センサーの開発』
…事故を未然に防止、省エネ効果も期待される
新センサー

●『清水駅前銀座商店街の改革活性化プロジェクト』
…中心市街地商店街の新たな将来ビジョン構想
を描く

●『静岡特産“わさび”を利用した健康発酵食品の開発』
…静岡名産“わさび漬け”で腸内環境改善を目
指す

●『静岡いも焼酎の生産と副産物バイオ燃料化』
…“資源循環型”を構築

遊休農地で芋→焼酎→燃料→肥料
【第二部】展示交流会　17：00～18：00
《開催概要》
■日　　時 平成22年3月18日（木）13：20～18：00
■会　　場 B-nest静岡市産学交流センター

6階プレゼンテーションルーム
（静岡市葵区御幸町3-21 ぺガサート6階）
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大井川港桜海老商業協同組合

駿河湾桜えびの
消費拡大を目指す

く み あ い 百 景

ペ
ー
ジ
を
積
極
的
に
活
用
す
る
企
業
も

あ
る
」
と
、
ま
ず
本
組
合
の
Ｉ
Ｔ
活
用

の
遅
れ
を
指
摘
し
た
。

そ
う
し
た
中
で
「
平
成
二
一
年
六
月

の
富
士
山
静
岡
空
港
の
開
港
も
あ
っ

て
、
駿
河
湾
桜
え
び

や

し
ら
す

な
ど
の
特
産
品
を
全
国
に
向
け
て
情
報

発
信
し
よ
う
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
企
画

検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
。

現
在
、
組
合
は
補
助
事
業
を
活
用
し
、

組
合
組
織
で
Ｉ
Ｔ
支
援
活
動
を
行
う

い
わ
た
ネ
ッ
ト
協
同
組
合

の
Ｉ
Ｔ

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
中
小
企
業
診
断

士
の
古
山
氏
と
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ク
リ
エ
ー
タ
ー

鶴
田
氏
の
指
導
を
受
け
て
い
る
。

本
組
合
は
平
成
二
一
年
八
月
か
ら
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
構
成
や
掲
載
内
容
に
つ

い
て
意
見
を
交
わ
し
て
き
た
。 “

”

“

”

“

”

平
成
一
八
年
四
月
一
日
地
域
団
体
商

標
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
、
静
岡
県
内

で
も
当
時
、
農
業
協
同
組
合
、
漁
業
協

同
組
合
、
事
業
協
同
組
合
十
四
団
体
か

ら
地
域
特
産
品
の
出
願
が
あ
っ
た
。

桜
え
び
に
つ
い
て
は
、
漁
業
者
で
組

織
す
る
由
比
港
漁
業
協
同
組
合
か
ら

「
由
比
桜
え
び
」
と
し
て
あ
り
、
桜
え

び
の
加
工
販
売
を
行
う
事
業
者
で
組
織

す
る
蒲
原
町
桜
海
老
商
業
協
同
組
合
、

由
比
町
桜
海
老
商
業
協
同
組
合
、
大
井

川
港
桜
海
老
商
業
協
同
組
合
の
三
団
体

か
ら
市
場
に
出
回
る
台
湾
産
の
エ
ビ
と

の
差
別
化
も
あ
り
「
駿
河
湾
桜
え
び
」

と
し
て
共
同
出
願
さ
れ
た
。

そ
こ
で
今
回
、
組
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
開
設
し
駿
河
湾
桜
え
び
な
ど
に
つ

い
て
情
報
発
信
し
よ
う
と
し
て
い
る
大

井
川
港
桜
海
老
商
業
協
同
組
合
の
鈴
木

忠
男
理
事
長
と
面
談
し
取
材
し
た
。

今
回
、
ど
う
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

企
画
検
討
し
よ
う
と
し
た
の
か
尋
ね
て

み
る
と
、「
共
同
出
願
し
た
本
組
合
以

外
の
二
組
合
は
、
駿
河
湾
桜
え
び
の
消

費
拡
大
を
目
指
し
て
既
に
組
合
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
、
組
合
員
に
お
い
て

も
営
業
ツ
ー
ル
と
し
て
自
社
の
ホ
ー
ム

そ
の
特
徴
を
鈴
木
理
事
長
は
、「
駿

河
湾
桜
え
び
漁
の
由
来
、
組
合
員
店
舗

や
取
扱
商
品
の
説
明
、
料
理
レ
シ
ピ
は

無
論
掲
載
す
る
。
他
と
異
な
る
ペ
ー
ジ

は
、
全
国
の
消
費
者
を
視
野
に
、
よ
り

広
域
的
な
消
費
拡
大
が
図
れ
る
よ
う
、

組
合
員
の
取
引
先
で
あ
る
県
内
外
の
飲

食
店
や
販
売
店
の
紹
介
ペ
ー
ジ
が
あ

る
」
と
い
う
。

更
に
、「
地
域
の
活
性
化
に
は
、
県
外

か
ら
の
交
流
人
口
を
増
や
す
こ
と
が
肝

要
と
考
え
、
ま
た
地
域
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
も
込
め
て
周
辺
の
観
光
施
設
の
紹

介
ペ
ー
ジ
も
あ
る
。
完
成
は
平
成
二
二

年
三
月
下
旬
予
定
」
と
特
徴
を
語
っ
た
。

取
材
の
中
で
鈴
木
理
事
長
は
、「
桜

え
び
と
そ
の
漁
の
由
来
に
つ
い
て
聞
か

れ
た
ら
、
静
岡
県
人
と
し
て
是
非
伝
え

て
欲
し
い
」
と
次
の
よ
う
に
熱
く
語
っ

た
。「

桜
え
び
は
、
唯
一
駿
河
湾
で
水
揚

げ
さ
れ
る
海
産
物
で
あ
る
。
富
士
川
、

安
倍
川
、
大
井
川
の
河
川
か
ら
清
流
が

流
れ
込
む
駿
河
湾
特
有
の
地
形
が
、
桜

え
び
の
生
育
に
適
し
て
い
る
」
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

漁
の
始
ま
り
に
つ
い
て
、「
明
治
二

七
年
由
比
の
漁
師
が
富
士
川
の
川
尻
沖

漁
場
で
浮
樽
な
し
で
網
を
お
ろ
し
た
と

駿
河
湾
桜
え
び
関
係
組
合

組
合
か
ら
情
報
発
信

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
特
徴

桜
え
び
と
そ
の
漁
の
由
来

住　所 〒421-0123
焼津市飯淵1960番地

理事長 鈴木忠男
組合員 14社
設　立 昭和41年4月13日
T E L 054-622-0453
F A X 054-622-8424

▼桜えび（釜あげ）
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わ
ず
か
な
消
費
者
に
限
ら
食
さ
れ
て
い

た
。
で
も
、
冷
凍
冷
蔵
技
術
と
輸
送
手

段
の
進
歩
で
、
遠
方
の
消
費
者
に
も
届

け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
解
凍
す

れ
ば
生
同
然
の
桜
え
び
を
味
わ
う
こ
と

が
で
き
る
。
プ
リ
ッ
と
し
た
食
感
と
甘

み
は
絶
品
」
と
自
信
の
一
端
を
見
せ
た
。

ま
た
、
桜
え
び
の
調
理
方
法
に
つ
い

て
「
生
は
、
ち
ら
し
ず
し
、
山
か
け
、

納
豆
や
和
え
も
の
と
し
て
。
釜
あ
げ
は
、

オ
ム
ラ
イ
ス
、
お
好
み
焼
き
な
ど
に
。

素
干
し
は
、
カ
ラ
ッ
と
香
ば
し
く
、
焼

き
そ
ば
へ
の
ト
ッ
ピ
ン
グ
、
和
え
も
の
、

酢
も
の
と
し
て
味
わ
っ
て
欲
し
い
」
と

勧
め
て
く
れ
た
。

最
後
に
「
昨
年
一
二
月
秋
漁
が
終
わ

り
、
今
年
の
三
月
か
ら
始
ま
る
春
漁
の

新
鮮
な
駿
河
湾
桜
え
び
を
楽
し
み
に
来

静
し
て
欲
し
い
」
と
結
ん
だ
。

こ
ろ
、
一
石
以
上
も
の
桜
え
び
が
入
っ

た
の
を
き
っ
か
け
に
、
駿
河
湾
の
特
産

品
と
し
て
全
国
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
毎
年
春
秋
に
水
揚
げ
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
由
来
を
教
え

て
く
れ
た
。

続
い
て
鈴
木
理
事
長
は
、
台
湾
産
の

エ
ビ
が
業
務
用
と
し
て
出
回
っ
て
い
る

こ
と
を
憂
慮
し
、「
駿
河
湾
桜
え
び
を
堪

能
す
る
味
わ
い
方
を
積
極
的
に
情
報
発

信
し
た
い
」
と
し
て
説
明
し
て
く
れ
た
。

台
湾
産
の
エ
ビ
に
つ
い
て
、「
価
格

が
安
い
こ
と
が
業
務
用
と
し
て
出
回
る

要
因
で
あ
る
が
、
風
味
で
は
負
け
な
い
、

特
に
新
鮮
な
生
の
桜
え
び
を
是
非
食
べ

て
欲
し
い
」
と
ほ
ほ
笑
ん
だ
。

生
は
地
元
限
定
で
は
と
尋
ね
る
と
、

「
確
か
に
生
の
桜
え
び
は
、
鮮
度
の
問

題
で
産
地
の
漁
師
や
そ
の
周
辺
の
ご
く

組合活性化情報

風
味
で
勝
負
駿
河
湾
桜
え
び

売上の減少や原材料価格の高騰等により 
         経営が悪化している中小企業者の皆様へ 県制度融資をご利用ください。 
＊平成20年12月22日より、経済変動対策貸付の融資利率を0.2％引き下げています(～平成22年3月31日)。 

融 資 対 象 者  

県内において、原則として１年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合で、次のいずれか
の要件に該当すること 
・最近3か月間（6か月間）の売上高が前年の同期比で10％以上（5％以上）減少していること 
・最近3か月間（6か月間）の売上高が2年もしくは3年前の同期比で15％以上（10％）以上減少していること 
・最近3か月間の売上高に占める原材料等の仕入価格の割合が前年同期を上回り、最近3か月間の粗利
益が前年の同期比で5％以上減少していること 

資 金 使 途  

融 資 限 度 額  

融 資 利 率 ※  
【　固　定　金　利　】 

保 証 料 率 ※  

融 資 期 間（ 据 置 期 間 ） 

償 還 方 法  

担 保 及 び 保 証 人  

保 証 枠 の 取 扱 い 

経営の安定を図るために必要となる設備資金及び運転資金 

10年以内（設備資金3年以内、運転資金2年以内） 

元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還 

県信用保証協会の取扱いによる 

経済変動対策貸付と連鎖倒産防止貸付との合算で、無担保保証枠を1,000万円上乗せ 

※特別小口保証を利用する場合は、融資利率が年1.5％、保証料率は年0.7％ 
・各事業者が月ごとに管理している売上台帳、仕入台帳、試算表などが必要となります。 
・お申込みに際しては、金融機関の融資審査及び信用保証協会の保証審査があり、ご希望に添えない場合がございます。 
　◆ 申込窓口・問合せ先 ◆　【県内各取扱金融機関、 静岡県中小企業団体中央会、 商工会議所、 商工会、（財）しずおか産業創造機構、 
　     静岡県産業部商工金融室（054-221-2519）（http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-540/seido/sikin-06.htm）】 

年1.5％（経営安定関連保証（5号）、緊急保証の場合） 
年1.6％（普通保証） 

県信用保証協会の保証付きとし、年0.6％（経営安定関連保証（5号）、緊急保証の場合） 
年0.28％～1.2％（普通保証）（有担保の場合0.1％割引） 

5,000万円 

▼鈴木忠男理事長

▼ＨＰ企画検討会議
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読者プラザ 

娘が3歳頃から「なんで？どうして？」と質問
をしてくることが度々ありました。自分の幼い頃
もたぶん、そうであったと思いますが、大人にな
るとその感情も薄れ、固定観念で物事を見ること
が多くなった気がします。
トーマス・エジソンが少年時代に「１＋１はど

うして2なの？」と教師に質問したのは有名な話。
誰もが当たり前に思っていたことに、彼は疑問を
懐き、事あるごとに「なぜ？」を連発して大人を
困らせたそうです。しかし、母親だけはそれを理
解して共に考え、エジソンを発明王に育てました。
「なぜ成功しない人がいるかというと、それは考え
る努力をしないからだ」。エジソンの言葉です。
私も日々の生活で、「そうなんだ」ではなく「な
ぜ、そうなんだ？」と疑問や興味を持って見るこ
とが出来れば、少しは柔軟性が養われて、時には
いいアイデアが生まれるのでは？そんなことを考
えています。たとえば「マンホールの蓋はどうし
て丸いのか？」なんて事を…。

｢考える｣
静岡県東部青年中央会　

理事影山三典
（東芝機械協力協同組合青年部）

株式会社影山運輸 専務取締役

●発行人／静岡県中小企業団体中央会 〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 TEL／054-254-1511 FAX／054-255-0673

東部事務所 〒410-0881 沼津市八幡町7番1号 TEL／055-963-4511 FAX／055-963-8307

西部事務所 〒430-0929 浜松市中区中央1丁目17-19 TEL／053-453-2195 FAX／053-453-2198
●中央会ホームページ http://www.siz-sba.or.jp/ ●E-mailアドレス joho-kikaku@siz-sba.or.jp
皆様のご意見をお待ちしております。（TEL、FAX等でもお受け致します。）

中小企業静岡
3月号（通巻676号）

新設組合紹介 

組合員は、富士宮市・富士市で空調機器や自動
車部品などの金属製品製造を行う5社。かつては、
富士市の大手電化製品メーカーの協力業者で組織
する組合のメンバーとしてともに活動。組合解散
後も任意グループとして情報交換を活発に行って
きた。
現在、組合員を取り巻く環境は、世界同時不況

などの影響により、各社とも売上が減少し、取引
先から提示される取引価格も大きく下落するなど、
かつてない厳しい状況下にある。
こうした中、コスト削減などを通じた経営の健

全化を図るため、法人化に踏み切った。
組合では、組合員の事業に必要な備品や消耗品

などを一括購入し、安価で供給することで大幅な
コスト削減を図る。さらに、組合員のプレス機械
などの定期点検を組合が窓口となり、専門業者に
斡旋するなど、組合員の経営健全化に大きな役割
を果たしていく考えだ。

コスト削減を通じ、
経営の健全化を

駿河テクノ協同組合

富士宮市

小林智明理事長

特集で紹介した本会指導員による「総会チェ

ックメモ」。誌面で取り上げた項目のほか、組合

員数の変化や総会資料に記載される教育情報事

業費、当期利益の額など15項目から成り、組合

の総会に招かれる指導員は必ず持参する。

組合ごとのチェックシートは集計・加工され、

県内組合の総会事情や傾向がひと目でわかる。

例えば、5年前、会場にホテルや旅館など民

間施設を選んだ組合は、65％近くだったが、昨

年は57％と低下。不況による経費削減の影響で

あろうことが察せられる、といった具合だ。

しかし、それ以上に重宝するのは、総会資料

だけでは分からない、業界動向や組合運営に関

する情報である。指導員が総会で見聞きした貴

重な情報が端的に記され、ここから新たな事業

展開につながったという例も少なくない。

今後も本誌の情報源として大いに活用してい

きたい。（住川）
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